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令和５年度第２回太宰府市情報公開・個人情報保護審議会 会議概要  

１ 開催日時 令和５年５月 26 日（金）15：00～16：30 

２ 開催場所 太宰府市役所 ３Ｆ 庁議室 

３ 出席者 

  （委員） 熊谷 善昭会長 

宮内 紀子委員 

百田 繁俊委員 

三輪 貴代委員 

古賀 靖子委員 

（市事務局） 

髙原総務部長、村田総務部経営企画担当理事、立石文書情報課長、宮

崎文書情報係長、山口主任主事 

４ 傍聴者 ２名 

５ 議事  

１ 議 題 

（1） 情報公開法制の現状と課題について 

（2） 個人情報の保護に関する法律第 66 条第１項の規定に基づき講ずる安全

管理措置について 

６ 議事概要 

（1） 情報公開法制の現状と課題について 

  前回、市の課題について審議会として対応方策を検討することとなり、

まず、行政実務経験者の百田委員、法学者の宮内委員で、専門的な観点か

ら対応方針案の検討を行うこととした。今回、両委員からその対応方針案

の説明があり、方針案を基に委員間での審議及び内容の確認を行ない、今

後、審議会から条例改正に向けた建議を行うことで全員承認。次回、建議

案についての審議を行うこととなった。 

（主な審議内容） 

  対応方針案について宮内委員が説明を行い、百田委員が補足説明を行っ

た。項目ごとに方向性の確認を行った。 

  【宮内委員】資料の構成について説明する。前回の会議資料として、文書情

報課が作成した資料をベースにして、それぞれの項目をどのように進め

ていくべきかを朱書きしている。 

前回、会長から百田委員と私の目から見て、前回資料に掲載されてい
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ない事項であっても、気づきの点があれば指摘をしてほしいとの要請が

あったことを踏まえ、「３．規定内容の差異」及び「４．その他の課

題・検討事項」の末尾に、百田委員と私の気づきとして、新たな項目を

追記している。それ以外の黒字部分については、前回の事務局資料と同

内容である 

まずは「１．用語の誤用」について、（１）から（４）まで共通する

点として、用語の誤用については、見直すべきであると規定している。

具体的には、（１）については、２ページの上部に「用語を見直す方向

で検討を進めるべきである」としている。 

（１）（２）（４）については、純粋に用語を置き換えることで是正す

ることができるため、表現としては、共通して「用語を見直す方向で検

討を進めるべきである」と記載した。 

他方、（３）については、「受理」という用語を他の用語に単純に置き

換えるだけでは対応できないと思われるため、表現が少し違っている

が、見直す方向で検討すべきであるという点では共通している。 

今回の資料では、どのような用語を用いるべきかといったことにまで

は立ち入っていないが、今回皆様の同意が得られた場合は、望ましい用

語について言及することもありうると考えているが、現時点では資料に

あるような記載にとどめている。 

【百田委員】補足説明はない。 

【会長】この項目で意見はないか。 

【委員】（意見なし） 

【会長】この項目の検討の方向性について、了承ということでよろしいか。 

【委員】（了承） 

【宮内委員】次に「２．規定を設けていない事項」について、（１）から順

に説明する。 

６ページ上部の「（１）正当な理由なく請求書の補正に応じない場合

の処理」についてであるが、前回も議論があったように、太宰府市行政

手続条例に基づき却下することが現行条例でも可能だと考えられるが、

少し専門的であり、分かりやすさという意味では欠ける面がある。 

入念規定とは新しい内容を作るものではなく、あくまでも既にある内

容を明確にするための規定であり確認規定である。（１）については入

念規定として規定を設ける必要性があるのではないかと考えのもと、こ

のように記載している。 

「（２）請求に対する決定等の期限の特例」についてであるが、太宰

府市では近年、請求件数が急増しているとのことであった。そうした背

景を踏まえると、これまで一度に大量請求を受けた実績はないとのこと

であるが、事案が発生してからでは手遅れ感が否めないので、規定の新

設を検討する妥当性はあるだろうと考え、８ページのような記載とし

た。 
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「（３）指定管理者の情報公開」であるが、規定を設けていない近隣

自治体はないとのことだが、規定内容は一様ではなかった。内容につい

ては更なる議論が必要であると考えるが、規定を設けること自体の必要

性はあると考え、９ページのような表現とした。 

「（４）開示（公開）を受ける者の申出期間」であるが、太宰府市に

おいても、請求者が来庁されずに対応に苦慮した事例があったとのこと

であった。規定を新設することで、適正な運用が見込まれることから、

10 ページのような表現とした。 

「（５）不開示情報（非公開情報）としての社会的差別につながるお

それがある情報」であるが、本件は、法制的な判断というより、太宰府

市の人権政策の観点からまず検討していく事項ではないかと考えてい

る。その上で、太宰府市が規定の新設を検討するのであれば、法制的な

観点として、非公開情報となる範囲が過度に広範とならないように留意

する必要があると考えている。文言によっては、対象となる範囲があい

まいになりはしないかといった点を懸念している。 

「（６）不開示情報（非公開情報）としての個人の権利利益を害する

おそれがある非識別情報」についてであるが、特定の個人を識別できな

くても、個人の権利利益を害する場合が現実に想定されると考えてい

る。具体例をあげれば、例えば、学校の反省文などについて、名前部分

は識別情報として非公開になるが、その他の部分も個人の人格と密接に

関係する情報については、本人の同意なく第三者に流通させることは適

切ではないと考える。 

このような情報は非公開として当事者の権利利益を保護する必要性が

あると認められることから、11 ページのような記載とした。 

「（７）不開示情報（非公開情報）としての個人に関する情報、法人

等に関する情報又は国等から公にしないとの条件で提供された情報であ

っても不開示情報（非公開情報）から除外する情報」についてである

が、個人に関する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産の保

護と比較衡量した場合、後者が優越する場合が想定される。 

このように後者が優越する場合は個人に関する情報などであっても公

にした方が公益に資すると考えられるため、15 ページのように記載して

いる。なお、他市条例や情報公開法の規定には、比較を意味する「よ

り」との文言は含まれていないが、含まれていなくとも比較衡量して優

越した場合という意味として解釈されることになる。 

【百田委員】補足説明はない。 

【会長】この項目で意見はないか。 

【委員】（意見なし） 

【会長】この項目の検討の方向性について、了承ということでよろしいか。 

【委員】（了承） 

【宮内委員】次に「３．規定内容の差異」について、（１）から順に説明す
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る。 

  15 ページ中頃の「（１）太宰府市土地開発公社」についてであるが、

前回も議論があったように、土地開発公社は市の管財担当が兼務してい

る面やその業務に着目すれば、出資法人ではなく実施機関として位置付

ける意義があると考えられることから、16 ページのような記載としてい

る。 

「（２）非公開情報（不開示情報）となる度合い」についてであるが、

例えば、法人等に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報に

ついて、太宰府市の現行条例では「競争上又は事業運営上の地位その他

社会的地位を明らかに害すると認められる」情報であれば、非公開とな

るが、明らかに害するとは認められないが害するおそれがある情報は公

開されることになる。 

仮にこのような情報が公開されるとなれば、法人等や事業を営む個人

は害を被ることになると考えられるが、法人等や事業を営む個人を保護

する規定は設けられていない。この点、個人に関する情報は、保護と公

開のバランスが取れていると考えられるが、法人等や事業を営む個人に

ついてはバランスを逸していると考えられる。 

このように情報公開の観点から意義がある規定であったとしても、事

業者保護といった観点からは是正が望まれる面もあることから、18 ペー

ジでは見直しを検討する必要性が認められると記載した。 

「（３）非公開情報（不開示情報）の文言」についてであるが、見直し

の是非を判断するにあたり、まずは各文言の意味する内容を精査し、改

正の必要性自体を検討していく必要があると考えている。 

したがって、見直しの是非には触れず、まずは意味を精査することが

必要との考えから、19 ページ下部のような表現としている。 

「（４）出資法人の情報公開」についてであるが、太宰府市を含め、近

隣自治体も出資法人の情報公開に関する規定を設けているが、その内容

は一様ではなく、どのような規定が望ましいのかといった原点に立ち返

って検討する意義があると考え、20 ページのような表現とした。 

「その他の気づき」として、「審査請求に関する手続き」を私の指摘と

して挙げさせていただいた。情報公開請求に対し、非公開決定がなされ

る場合もあり、そのような場合は審査請求を行うことができる。太宰府

市の現行条例では、審査請求を受理して諮問までの期間を 14 日以内と、

諮問から答申までの期間を 60 日以内と、答申から採決までの期間を 14

日以内とそれぞれ定めており、これらに関する延長規定は設けられてい

ない。案件によっては十分な審議期間が確保できないのではないかと懸

念されることから、この点を追記した。 

【百田委員】最後の審査請求の期間の件について、情報公開条例がで

きた平成９年から当時は異議申立てであったが、それらの件数はいずれ

も１年に１件あるか無いかの程度で推移していた。近年の状況では、市
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の広報で発表されている件数をみると令和４年度が５件、令和３年度 10

件、令和２年度８件、令和元年度２件といった状況である。条例ができ

た当初については異議申立て、審査請求に関して、いたずらに期間を延

長させないためにも抑止的な効果として期間を設定しているということ

について、意義はあったと考えるが、情報公開制度、不服申立制度が浸

透し、状況もかなり変化しているようであるので、その変化に応じた見

直しの検討が必要ではないかと考えるところである。  

【会長】この項目で意見はないか。 

【Ａ委員】「（２）非公開情報（不開示情報）となる度合い」について、「明

らかに害すると認められる」ということが証明できなかった場合はどう

なるか。それで企業の業績が悪化したとか、企業が成り立たなくなった

とか、その影響を与えたということでその企業側が再審、審査請求をし

たなどの事例があるか。 

【事務局】行政機関は、情報公開請求があった時に、開示文書の中に第 10

条各号のいずれの号に該当する情報があるかを考え非開示決定を行い、

その決定に対して不服がある方が審査請求を行うため、開示決定の時点

ではまだその情報自体は開示されていない。審査請求の裁決に対してさ

らに不服ということであれば裁判という流れとなる。裁判所が市の行っ

た判断が適当かどうかを判断する。実際に情報は開示されていない状態

で議論がされる形である。裁判の結果、実際に情報が開示となった場合、

どの程度影響があるかということは、想定の議論となってくる。ではそ

ういった時に裁判所がどう事実認定をするかであるが、ここで「明かに」

に当たるかどうかを市が証明していくこととなると思っている。ただ、

明らかに認められるということがどのようなレベル感の事実を示せば

該当するのかというのは非常に難しい。敗訴した時に初めて情報が世に

出るため、その時になって初めて、（開示による）実際の影響が見えてく

る。 

【Ａ委員】裁判の判定の根拠となるときに、ここが「明かに」ではなく、

「おそれがある」ということになれば（開示の範囲が）緩くなるという

ことになるということか。 

【事務局】おっしゃるとおりである。 

【Ｂ委員】「明らかにに害する」という場合でなければ公開しないといけな

いということで、公開の範囲が広くなる、それがはたして適切かどうか

ということである。 

【百田委員】「明かに」という言葉を取ると、非公開の範囲が広がるという

ことになるので、公開の原則からしてどうかという議論もあろうかと思

う。請求者側の権利を考えたときに、何人もできる、しかも請求の目的

は問われないということが原則であるので、例えばある事業者が競合す

る事業者の情報が市に存在するということを予想してその情報の公開

を請求するということも考えられる。そういった場合でも市は情報公開
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請求を拒むことはできない。あくまで非公開か公開かの判断によって出

すか出さないかを決定することとなる。請求者側の権利は十分に保障さ

れているが、一方公開請求の対象となった情報の関係者の保護という面

も必要と考える。そのバランスをとる意味もあるかと思う。情報公開の

対象となる情報というのは市が取得又は作成し、そして組織的に保有し

ているものとある。作成は市自身が作ったもので、それに対しては特別

な保護は必要ないかと思うが、取得については他者が作ったものを市が

もらっている、あるいは持っている情報である。それについては保有に

至った経緯がおのずと異なっているため、請求対象に対する対応につい

て、一定の区別があることも妥当ではないかと考える。 

【事務局】市と業者が契約する場合、基本的に「秘密保持契約」を結んで

おり、業者の情報については公開しないと一般的に記載している。契約

であるので当事者間（市と事業者間）の約束である。本市の問題意識と

しては、いくらそこで秘密にするとしていた条項であっても、情報公開

条例上、何人も公開できることになっており、非公開情報に当たらない

場合は開示しなければならないこととなっていることである。仮に契約

において秘密保持を結んでいた事項であったとしても、そのことをもっ

て情報公開条例で公開しないことにはならない。例えば秘密保持をした

ことも「明らかに害する」と認められないけれども「害するおそれがあ

る」情報であれば公開しなければならないというのが現行条例上かかっ

ている開示義務となっていると認識している。業者側にとっても市と秘

密保持契約を結ぶということは、当然に市は情報を出さないという前提

と考えているかと思うが、条例上の建付けからいうと、そうであっても

開示しなければならない場面が出てくる。仮にこういったものを開示す

ると、事業者との間では契約違反となるため損害賠償請求につながる可

能性はあるのだろうと考えている。こういう場合、市の対応として果た

してプラスになるのだろうかと考える。情報公開という切り口から見る

と公開する範囲を広げるという意味で、プラスになる面もあろうかと思

うが、（開示したことに対する）事業者からの訴えにより損害賠償を払う

ということであるとか、太宰府市はどんどん情報を出すというふうに思

われてしまうと、事業者から情報提供すらされなくなってしまう、事業

者からも契約されなくなってしまうのではないかというおそれを抱い

ている。 

【Ｂ委員】契約自体はそれぞれの事業者とそれぞれ結ぶものであるので、

契約次第だと思う。単純に秘密保持契約を結んでいる、そういう条項が

入っているというものであれば、公開した時に秘密保持義務違反として

損害賠償請求を受ける可能性はあると思う。であれば、現在こういう条

例になっているので、こういう条例であることを前提とした秘密保持契

約の内容にするということは考えられる。基本的には秘密は守るんだけ

れども条例によって公開しなければならない場合には例外であるとい
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うことで損害賠償請求のリスクはある程度回避できるのではと思う。今

の話のうち、太宰府市は公開の範囲が広くて、業者にとっては秘密にし

たいことはあると思うが、そういう事項でも太宰府市では公開されてし

まうかもしれないという点は、業者側にとって、契約をするかどうかと

いうことについての負担やハードルとなる可能性があると思う。 

【Ａ委員】事業者と事業者の契約もあるが、事業者と消費者との契約もあ

ると思う。そういう契約の場合も事業者が持っている情報として市が取

得した場合は情報公開の対象となると思うが、その場合も消費者の方が

公開しない契約を結んでいた場合にも、情報公開制度にのっとって、個

人の情報が侵害されていないかという観点で（開示非開示の）判断がさ

れるということか。 

【事務局】ご指摘のとおりである。補助金事務を行う際に市民の方と事業

者の方が契約を結んだ文書等を補助金申請の書類として提出いただく

ことがあるため、契約当事者に市が入っていない情報であっても市が情

報を保有し、それが開示請求の対象となれば、委員のおっしゃった事例

が発生する場合がある。 

【会長】いろいろな情報がある中で、情報公開の権利も大事な権利である

し、事業者の秘密が守られるという利益も考慮しないといけないという

中で現状「明らかに害する」ことだけを非公開とし、「害するおそれがあ

る」くらいでは公開扱いとなる、というところの規律のバランスが妥当

かどうかというところである。議論があった部分についてどのような規

定を設けるべきかを検討していくということかと思う。この項目の検討

の方向性について、了承ということでよろしいか。 

【委員】（了承） 

【宮内委員】最後に、「４．その他の課題・検討事項」について、（１）か

ら順に説明する。 

20 ページ中頃の「（１）公開等決定（開示決定等）までの期間」につ

いてであるが、近年、請求件数が急増するといった状況の変化がある

一方で、決定までの期間は見直されてこなかった。制度を実態に合わ

せていくこと自体の必要性が認められる一方で、公開等決定までの期

間がいたずらに長くなることは避ける必要があると考えられる。 

このような問題意識から、期限と延長期限をセットで検討すべきと考

え、21 ページのように記載している。 

「（２）同一内容を繰り返し請求する者等への対応」についてである

が、一定の要件を定めた上で却下することは妥当だと考える。他方、

却下として処理する事案は最小限に抑える必要があることから、実際

の規定を検討するにあたっては、そのような点を留意する必要がある

と考えている。 

また、場合によっては、過去に請求があった資料のみを非公開とし

て、一部公開するといった出口も考えられるのではないかとの問題意
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識から、21、22 ページのような表現とした。 

「（３）公開請求（開示請求）に係る手数料」についてであるが、法

律論で考えれば、地方自治法に応益原則の下で手数料を定めることと

していることからも、開示請求に係る手数料や開示の実施に係る手数

料を求める妥当性は認められる。他方で、手数料を取らないことで、

これまで説明してきた他の項目のような具体の不具合が生じていると

いうことではなく、また、多くの自治体が太宰府市と同様の対応をし

ていることに鑑みれば、検討の優先順位は必ずしも高くはないとも考

えられる。 

他方、近年の物価高騰など様々な状況変化が生じており、手数料を聖

域とせずに、常日頃から問題意識をもっておくことは必要だと考えら

れることから、23 ページのような表現とした。 

最後に「その他の気づき」として「裁量的開示」を百田委員が指摘さ

れた。仮に非公開情報であったとしても、裁量的に開示できるとの規

定を設けている自治体がある。一般的に、情報公開法制では、一部の

非公開情報を除く、その他の情報について公開義務を課している。す

なわち、必ずしも、非公開情報については、公開が禁止されているわ

けではないと考えられる。 

裁量的に非公開情報を開示することが公益上必要な場合も想定される

ことから、この点を指摘させていただいた。 

【百田委員】裁量的開示は、仮に非公開とされている情報であって

も、公益上特に必要があれば開示することができるということで、公

開の幅が広がるものである。太宰府市の条例でいえば第 10 条が公開の

義務というところとなるため、各号に該当しないということになれば

原則公開である。裁量的な非公開となれば原則が覆るため認められな

いものであるが、第 10 条各号は公開しないことができるという考えな

のか、公開してはならないという考えか。公開してはならないとなれ

ば公開してはいけないこととなるのであるが、文言上いずれとも明確

な規定にはなっていない。つまり、場合によっては公開する余地があ

るのかどうかは現行規定からは不明瞭であるということから、このよ

うな他市の例に倣った裁量的開示という判断を一つ設けておく考え方

もあるのではないかということである。実際、この条項を使って一旦

非公開としたものを最終的に公開とするというような事例はそうそう

あろうとは思えないのであるが、あくまでそういったことができる根

拠規定を一応設けておいて、必要な時に対応ができる状態にしておく

というような意味になるかと思う。他市の例では「公益上特に必要が

あると認めるとき」という文言を入れている場合があり、「特に必要

が」ということでかなり縛りがあり、そうそうこの条項が持ち出され

ることはないだろうと考える。さらにただし書きにおいて、前条第１

項第８号、「法令の規定により公にすることができないとされている情
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報を除く」とあり、条例というのはあくまで法令の範囲内でというこ

とを示している規定となっている。その他の市の規定にも表現は異な

るが裁量的開示の規定はある。そこにもやはり法令の規定を除くとい

う規定があり、国の情報公開法にも開示義務が課されていないもので

あっても、公益上特に必要があると認めるときは開示することができ

るという制度がある。これについては行政の最終的な判断があり、太

宰府市としてこのような規定を設ける必要があるかないかという議論

はあると思うので、条文として設けるかどうかは市としての判断であ

るが、このような規定を設ける可能性もあるのではないかという意味

合いから項目として上げさせてもらった。 

【Ｂ委員】裁量的開示においては、議論となる情報は、公開できない、公開

してはある利益が失われるというようなものを含む情報なのだろうと

思う。それを上回る（公開の）必要があるときに例外的に開示しようと

する趣旨と思うが、具体的な事例はあるか。例えば今の条例では不開示

情報のため公開しなかったが、その事案について本当は公開できればし

たかった、公開した方が適切だったと思われるような具体的な事例は過

去にあったか。 

【事務局】おそらく過去にはない。行政の立場として、もしそういったもの

が念頭にあるのであれば本来非開示情報に明確に記すべきであろうと

思う。そうすることによって請求者が予見可能性をもって開示されるか

どうかをはっきりさせるべきと思う。他方、現行条例は完璧な条例にな

っているかというと必ずしもなっていない。本来開示すべきものである

が非開示と規定されているものが絶対ないかというとそうは言えない。

そういったものがあった場合にこの規定を使って極めて例外的な事例

と思うが開示するという必要性はあると考える。あくまで理念的な議論

である。 

【会長】最後の裁量的開示以外の項目は記載のとおり、検討の方向性につ

いて、了承ということでよろしいか。裁量的開示についてはこういう

ことも考えられるという記載にとどまっている。これについては定め

るのが適切かどうかを引き続き検討するということでの記載となって

いる。そこも含めた上で資料に記載の通りの方針ということでよろし

いか。 

【委員】（了承） 

【会長】この度百田委員、宮内委員が取りまとめた対応方針案と、本日の

皆様の意見を集約し、本審議会から市への条例改正に向けた建議を行

いたいと思うが、皆様それでよろしいか。承認の方は挙手をお願いす

る。 

＜全員挙手＞ 

【会長】この対応方針案と本日のご意見を基に審議会からの建議案を作成

することに決定する。建議案については百田委員、宮内委員と事務局
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で準備いただき、場合によっては、次回開催の前に皆様に照会するこ

ともあるかもしれない。次回は、建議案についてのご審議をいただき

たいと思う。 

（2） 個人情報の保護に関する法律第 66 条第１項の規定に基づき講ずる安全

管理措置について 

  前回の審議会において、情報セキュリティポリシーのほかに安全管理措

置規定を定めることについての質問があったことについての回答として、

事務局から、資料「個人情報保護法の安全管理措置規程の必要性につい

て」に沿い、説明を行った。合わせてこの後に行う安全管理措置指針の内

容説明において、情報セキュリティポリシーの内容も合わせて説明を行う

ため、情報管理、情報セキュリティの関係上、会議の非公開の要請を行

い、審議会は以降の会議の非公開を決定した。 

事務局は資料２-１「個人情報の保護に関する法律第 66 条第１項の規定

に基づき講ずる安全管理措置について（諮問）」の「太宰府市の保有する個

人情報の適切な管理のための措置に関する指針(案)」の内容について、資

料２-２、２-３の説明含めて説明を行い、審議会に諮問を行った。次回、

答申についての審議を行う。 

（主な審議内容） 

【会長】今回、この議題の審議に当たり、取り扱う内容については、情報

管理、情報セキュリティの関係上、公表していない情報についても審

議内容に含まれるとのことである。太宰府市情報公開・個人情報保護

審議会条例施行規則第４条の規定により、この議題を非公開としたい

と思うが、それでよろしいか。承認の方は挙手をお願いする。 

＜全員挙手＞ 

【会長】以降の審議について、審議会条例施行規則第４条の規定により非

公開とする。また、運営要領第４条の規定により傍聴はできない。同

じく第６条、第７条の議事概要、議事資料についても公表できる部分

を除き非公表とする。 

【事務局】この度審議会に諮問する内容は「太宰府市の保有する個人情

報の適切な管理のための措置に関する指針（案）」における措置（規

定）の内容についてである。 

「個人情報保護法」の安全管理措置と、「行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）」に規定

する安全管理措置も合わせて規定する。 

資料 2-2 は前回説明した特定個人情報の保護方針である。マイナン

バーの行政利用が始まった時期の平成 28 年に作成したものである。

この度の個人情報保護法の改正を機に、諮問の指針で番号法の措置も

合わせて、より具体的な内容で規定をする。 
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資料 2-3 は個人情報保護法と番号法の根拠法令等の表であり、今回

指針を作成するに当たり、主に「総務省の保有する個人情報の適切な

管理のための措置に関する訓令」、「（福岡県）知事が保有する個人情

報の適切な管理のための措置に関する規程」を参考にした。 

資料 2-1 は条の順に内容の確認を行った。 

【Ｂ委員】保護管理者の役割が多岐にわたる。各課の課長となっている。

５ページのアクセス制御や６ページの第 26 条、第 27 条をみると外部

からの不正アクセスの措置を講じるなど、イメージする各課の課長に

は大変な義務が課せられているのではないかと思う。７ページの第 38

条の入退室管理だが、電算室を管理する保護管理者という意味かとは

思うが、その役割がはっきりしていない。義務、権限がある保護管理

者の（役割の）幅が広く適切なのかどうかをお聞きしたい。 

【事務局】保護管理者は各課の課長であるが、一部すべての課において対

応しないであろうものも含まれている。指針の第５章と第６章はシス

テムで取り扱う個人情報に特化した章であり、この部分の保護管理者

はシステムを管理する課長が該当するものである。例えば住民情報シ

ステムは市民課や多くの課が使用するが、管理するのは文書情報課で

ある。また、電算室の管理については文書情報課が担当するのでその

部分については文書情報課長と読み替えるようになる。 

【Ｂ委員】日々のアクセスの記録をつけるというのは各課でしたらいい

が、第 26 条、第 27 条のように不正アクセスを防止するための措置を

各課の課長が行うのは無理ではないかと思う。例えば詳細なマニュア

ルがあってそのとおりするようになっている等のような運用があるの

か。 

【事務局】この条項の中には文書情報課長しか当てはまらないものもあれ

ば、各課の課長が当てはまるところもあるし、この規定の表現だけだ

と各課がやらなければいけないことか情報部門がやらなければいけな

いものかが混在している感じはある。このあたり、職員に話していく

ときには説明をしていかなければならないと思う。運用の際にはわか

りやすく周知していく。 

【Ｂ委員】規定としてはこれが一般的な感じであるのか。 

【事務局】総務省の規程を参考にしているのであるが、情報担当は一部で

あり、各課がすべての条の対応を行っているかというとやはり該当す

る部分だけとなってくると思う。 

【Ｂ委員】例えば漏えい事故が起こり、その措置が不十分であった場合

に、誰が（管理等を）しないといけなかったのかとなった時に、保護

管理者の責任にもなりかねない。 

【事務局】この場合、システム管理者なので文書情報課長かというと、紙

で持っている情報の場合であると原課であるという場合もある。状況

から紐づかないと責任は判断できないということになる。 
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【Ｂ委員】各課に一人置くとあるので、その課で起こった漏えい事故はや

はりその課に保護管理者が必要ということと思う。運用面で周知な

ど、問題がないように実施していくという前提で行うということでお

願いする。 

【Ｃ委員】指針の題名だが、「太宰府市の機関の保有する」ではないか。 

【事務局】今回個人情報保護法に基づいて指針を作っており、保護法が適

用されるのは市の機関、地方公共団体（議会を除く）という言葉で用

いられており、条例では「市の機関」という言葉と使っているので、

事務局側の漏れである。修正を行う。 

【会長】今回の諮問の内容について、皆様の意見も踏まえて次回、答申に

ついての審議を行う。 


